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平成 29年 6月 14日 

 

業務名  道の駅「（仮称）とよはし」地域振興施設基本設計委託業務 

 

質問回答書 

 

ＮＯ. 質問 回答 

１ 

昨年度入札された、『道の駅整備調査

設計委託業務（豊橋市役所）』につき

まして、公平性に欠けるため報告書の

閲覧を希望いたします。 

地域振興施設等建築設計を除く駐車場

の設計業務である「道の駅整備調査設計

委託業務」は、6月現在、業務期間中で

あるため、報告書を提示することができ

ません。 

２ 

実施要領 p2 ２．-（８） 

協力事務所等に所属する者を【主任担

当技術者（企画（商業施設））】として

よろしいでしょうか。 

よろしいです。 

３ 

実施要領 p4 ４．-（２）-ｄ 

【主任担当技術者（企画（商業施設））】

の資格条件について、『技術者資格は

ない』とあるため、『当該資格を保有

する旨を証明する書類（資格証等）の

写しを添付』は、不要と考えてよろし

いでしょうか。 

よろしいです。 

４ 

実施要領 p5 ４．-※６ 

【主任担当技術者（企画（商業施設））】

が担当した同種・類似業務の完了実績

を記載する【業務実績表（様式 1-5）】

については、記載した業務の契約書の

写し及び業務内容が確認できる書類

（業務仕様書の写し等）の添付は不要

と考えてよろしいでしょうか。 

様式 1-5欄外に記載のとおり、記載内

容が確認できる書類（契約書の写し、

受注証明書等）の添付は必要です。 

ただし、添付できない場合は、その理

由書（様式は任意）を提出してくださ

い。 

５ 

特記仕様書 p2 Ｉ-２．-（３）-ａ 

『商業用途以外の施設については修

正設計』とありますが、【参考見積及

び見積金額内訳書】の作成のため、修

正設計の内容・範囲等をご教示願いま

す。 

過年度業務では、商業用途以外の施設

690㎡を単独施設として基本設計を実

施しています。 

本業務における地域振興施設は、商業

用途と商業用途以外の複合施設であ

るため、単独施設を約 2,000㎡の複合

施設の一部に変更するものです。 

 



2 

6 

特記仕様書 p3 Ｉ-４．-（４）-ａ及び

p4 Ⅱ-３．-（１） 

『過年度実施の基本設計』『過年度実

施委託業務』を含め、これまで実施さ

れた全体基本構想／計画等がござい

ましたら、これらの資料を開示頂くこ

とは可能でしょうか。 

平成２８・２９年度豊橋市入札参加資

格者名簿の業種「設計」に登録されて

いることを条件として、閲覧できま

す。 

閲覧期間は 6月 14日の午後 1時から 6

月 19日の午後 5時とし、閲覧には、

道路建設課へ事前連絡し、予約が必要

です。 

７ 

特記仕様書 p6 Ⅱ-５．-（１） 

【成果品（商業用途基本計画）】につ

いて、テナント区画内の各店舗の設計

についてはテナント工事と考え、本基

本設計の業務対象外と考えてよろし

いでしょうか。 

 

よろしいです。 

ただし、商業用途基本計画として、テ

ナント区画内の各店舗の計画は、業務

対象です。 

８ 

特記仕様書 p6 Ⅱ-５．-（１） 

特記仕様書 p3 Ｉ-４．-（４）-ａ及び

p4 Ⅱ-３．-（１）と関連して、【成果

品（商業用途基本計画）】について、【意

匠計画書】【マテリアル計画書】【照明

計画書】【サイン計画書】等は、テナ

ント区画内の各店舗テナント工事と

なる以外の部分（商業施設共用部等）

を対象とするものと考えてよろしい

でしょうか。 

 

 

よろしいです。 

ただし、各店舗テナントと商業施設共

用部を含む商業用途全体として統一

感を持って計画して下さい。 

９ 

その他 

現時点で本地域振興施設の運営方式

（市直営・指定管理者制度など）につ

いて予定がありましたらご教示願い

ます。 

 

現時点では決まっておりません。 

１０ 

その他 

特記仕様書 p1に『国土交通省による

整備』とありますが、本道の駅整備は、

豊橋市と国による【一体型】の整備事

業と考えてよろしいでしょうか。 

 

よろしいです。 
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１１ 

その他 

特記仕様書 p3 Ｉ-４．-（４）-ａ及び

p4 Ⅱ-３．-（１）について、本道の

駅整備が市と国による【一体型】の整

備事業の場合、『豊橋市による整備』

部分『国土交通省による整備』部分に

関して、豊橋市と国担当部局にて全体

の整備方針／方法・計画内容等につい

て協定等の締結予定はありますでし

ょうか。 

 

ありません。 

 


